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(57)【要約】
医療機器を徐々に前進させるための操作機器アセンブリ
を含む医療機器導入器が記載される。機器を機器導入サ
イトに徐々に前進させることを含む、患者に機器を挿入
する方法もまた記載される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に機器を挿入する方法であって、その方法は、
機器導入サイトに導入器に加圧流体を供給することと、
加圧流体の供給の開始後に、前記機器導入サイトを通って前記導入器内に配置される機器
を前進させることと、を含む方法。
【請求項２】
　前記加圧流体を供給することは、所定量の流体を前記機器導入サイトに導入することを
含み、且つ前記機器を前進させることは所定距離だけ前記機器を前進させることを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記加圧流体を供給すること及び前記機器を前進させることは、前記導入器の同じ遠位
開口を通って提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は更に、前記機器導入サイトに前記導入器を粘着的に取り付けることを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は更に、前記加圧流体を供給するに先立って、前記機器導入サイトで組織を持
ち上げることを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記機器導入サイトに前記導入器を通って加圧流体を繰り返し供給することで前記機器
を追加的に前進させることと、所望の位置に前記機器が達するまで、加圧流体のそれぞれ
の供給の後に前記機器導入サイトを通って前記機器を段階的に前進させることと、を更に
含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記加圧流体を供給することに先立って、前記機器導入サイトで組織切開を作ることを
更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記加圧流体は、二酸化炭素又は生理食塩水のうちの一つである、請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　前記機器導入サイトは、腹壁のある場所であり、前記機器は腹腔鏡機器である、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　医療機器導入器であって、
近位端及び遠位端を有するハウジングと、前記近位端から前記遠位端まで機器を支持する
機器サポートと、
前記ハウジングを通って前記機器を逐次前進させる駆動アクチュエータを有する機器駆動
アセンブリと、を含む医療機器導入器。
【請求項１１】
　加圧流体供給源及び、前記医療機器導入器を通って供給される加圧流体の供給を制御す
るためのバルブアセンブリを有する、加圧流体供給アセンブリを更に備える、請求項１０
に記載の医療機器導入器。
【請求項１２】
　前記加圧流体供給アセンブリは、前記導入器の遠位端に連結されている流体導管を更に
備える、請求項１１に記載の医療機器導入器。
【請求項１３】
　前記導入器の前記遠位端は、前記流体導管と流体連絡する機器導管を備える、請求項１
２に記載の医療機器導入器。
【請求項１４】
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　前記加圧流体供給アセンブリは、流体供給アクチュエータを備え、前記流体供給アクチ
ュエータ及び駆動アクチュエータは分離された手動アクチュエータである、請求項１２に
記載の医療機器導入器。
【請求項１５】
　前記機器駆動アセンブリは前記駆動アクチュエータに連結される逐次駆動リンケージを
備える、請求項１０に記載の医療機器導入器。
【請求項１６】
　前記逐次前進を調整するストロークリミッタを更に備える、請求項１５に記載の医療機
器導入器。
【請求項１７】
　医療機器の放射方向への挿入又は取り外しを可能にする複数の放射状溝を更に備える、
請求項１０に記載の医療機器導入器。
【請求項１８】
　取り外し可能な遠位キャップを更に備える、請求項１０に記載の医療機器導入器。
【請求項１９】
　医療機器導入器であって、
近位端及び遠位端を有するハウジングと、前記近位端から前記遠位端まで機器を支持する
機器サポートと、
加圧流体供給アセンブリと、
前記ハウジングを通って前記機器を逐次前進させる駆動アクチュエータを有する機器駆動
アセンブリと、
前記ハウジングの遠位端にある出口であって、前記出口は前記機器及び前記加圧流体供給
アセンブリからの加圧流体の双方を受け取る出口と、を備える医療機器導入器。
【請求項２０】
　加圧流体供給源及び、前記医療機器導入器を通って供給される前記加圧流体の供給を制
御するためのバルブアセンブリを有する、加圧流体供給アセンブリを更に備える、請求項
１９に記載の医療機器導入器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般的に医療機器又は物体を患者内に導入するための機器及び方法に関する。
特に、本開示は患者の手術サイト内への医療機器の制御された導入のための、機器及び方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡機器は伝統的には、所望の手術サイトに到達するために、肌及び筋膜を通過する
設置ポート経由で導入される。そのようなポートの設置は伝統的には、まず気腹を作り、
次にトロカール又は同様の機器でポートを挿入することで達成される。
【０００３】
　最初のトロカール及びポート、継起するトロカール、針、及び他の手術道具の挿入は、
ポート傷跡、挿入点におけるヘルニア、腹壁の外傷のような合併症を起こす可能性がある
。手術中の設置ポートの使用はまた、外科医が機器のための最善の挿入点を選択する能力
を制限し、外科医が手術の完了後に縫合又は閉じなければならない、より大きな切開口を
必要とする。それに加えて、術野への医療機器の挿入の現存する方法は、手術サイトへの
不慮の過挿入を引き起こし、内部組織に損傷を与える可能性がある。
【０００４】
　本開示は当該技術の一又はそれ以上のこれらの問題、及び他の問題の少なくとも一つを
克服する。
【発明の概要】
【０００５】
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　患者内に機器を挿入する方法は、機器導入サイトに、導入器に加圧された流体を供給す
ることと、加圧された流体の供給の開始後に、導入サイトを通って導入器に配置された機
器を前進させることとを含む。
【０００６】
　他の観点によると、医療装置導入器は、近位端及び遠位端を有するハウジングと、近位
端から遠位端まで機器を支持する機器サポートと、を含む。導入器はまた、ハウジングを
通って機器を徐々に前進させる駆動アクチュエータを有する機器駆動アセンブリを含む。
【０００７】
　医療装置導入器は、近位端及び遠位端を有するハウジングと、近位端から遠位端まで機
器を支持する機器サポートと、を含む。導入器はまた、加圧流体供給アセンブリと、ハウ
ジングを通って機器を徐々に前進させる駆動アクチュエータを有する機器駆動アセンブリ
と、ハウジングの遠位端にある出口と、を含み、出口は加圧流体供給アセンブリから機器
及び加圧された流体の双方を受け取る。
【０００８】
　先行する一般的な説明と、後に続く詳細な説明の双方は、単に例示的で且つ説明的であ
り、主張された特徴の限定ではないことは理解されよう。
　ここで使用される用語「含む」「含んでいる」、又はそれらのあらゆる他の変例は、排
他的ではない包含をカバーする意図であり、構成要素のリストを「含む」過程、方法、物
品、又は装置は、必ずしもそれらの要素のみを含むわけではなく、そのような過程、方法
、物品、又は装置に明確に例挙され又はそれに由来していない他の構成要素を含んでよい
。用語「例示的」は、「理想的な」よりも「例示」の意味で用いられる。
【０００９】
　本明細書に組み込まれ、且つ本明細書の一部を構成している添付の図は、様々な例示の
実施形態及び説明を示し、開示された実施形態の要旨及び操作を説明するために提供され
ている。ここに説明されている実施形態のあらゆる特徴（例えば装置、治療方法）は、他
のあらゆる実施形態と組み合わせられ、本開示に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示に従う例示の導入器装置の概念図を示す。
【図２】図１の導入器装置の例示の駆動アセンブリを示す。
【図３Ａ】図１の導入器装置の他例の駆動アセンブリを示す。
【図３Ｂ】例示の導入器装置を示す。
【図３Ｃ】他例の導入器装置を示す。
【図４】図１の導入器装置の更に他例の駆動アセンブリを示す。
【図５】図１の導入器装置の遠位端の部分断面図を示す。
【図６】本開示に従う方法の例示的な段階のフローチャートである。
【図７Ａ】図６の方法のいくつかの例示的な段階を示す。
【図７Ｂ】図６の方法のいくつかの例示的な段階を示す。
【図７Ｃ】図６の方法のいくつかの例示的な段階を示す。
【図８】更に他の導入器装置を示す。
【図９】更に他の導入器装置を示す。
【図１０】更に他の導入器装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本出願は、所望の場所内へ又は場所からの機器の逐次導入又は取り外しのための導入器
の実施形態に関する。導入器は、あらゆる類型の適用に、あらゆる環境下で、あらゆる適
切な機器の導入に使用されることができる。例えば、導入器は、患者（成人、小児、青年
、及び老人のいずれか）上の手術サイト内への、又はからの、医療機器の逐次導入又は取
り外しに使用されることができる。ここに提供される実施形態は医療機器の導入に関して
説明されるが、導入器はそのような医療用途に限定されないと理解される。説明された医
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療機器はまた、多くの現存する様々な手順に使用されてよい。以下、本開示の観点で言及
が詳細にされ、その例は添付の図に示される。可能な限り、同様の又は類似の部分への言
及は図を通して同じ参照番号が使用される。
【００１２】
　用語「遠位」は、患者内に機器を導入する時に、操作者から最も遠く離れている部分を
指す。反対に、用語「近位」は、患者内に機器を配置する時に、操作者から最も近い部分
を指す。以下の説明は医療機器の導入に関する。機器の特別な使用目的、専門性、大きさ
に関わらず、ここで使用される「医療機器」は、医療過程で使用されるあらゆる類型の機
器又は装置を含んでよい。例えば、医療機器は、ミニ腹腔鏡機器などの腹腔鏡機器、針、
センサ／チップ、カテーテル、輸血装置、ドレイン管、生検針、及び流体を含む装置など
の少なくとも一つであってよい。医療機器はまた、一つ又はそれ以上の医療機器のための
進入口を提供するための、又は導入ポートで同時に機器の導入をするための、トロカール
のような導入ポートであってよい。そのような導入ポートはレギュラポート（例えば５、
１０、１２ｍｍ）又はより小さいものであってよい。本明細書での医療機器への言及では
、一般的なストレートシャフトを有するとしているが、湾曲した又は曲線状の機器もまた
開示された導入器と共に使用されると理解される。
【００１３】
　図１は概念的な形での医療装置導入器１０を示す。導入器１０は、近位端１４及び遠位
端１６を有するハウジング１２を含む。遠位キャップ１８は導入器１０の遠位端１６に配
置されている。医療機器２０は導入器１０に支持されており、機器駆動アセンブリ２２に
連結されている。機器駆動アセンブリ２２は、駆動アクチュエータ２４及び逐次駆動リン
ケージ２６を含む。導入器はまた、加圧流体供給源３０、バルブアセンブリ３２、及びハ
ウジング１２の遠位端１６に向かう流体導管３４を含む流体供給アセンブリ２８を備えて
よい。遠位キャップ１８はまた、患者の組織と連結するための連結端３６、及び医療機器
２０及び加圧された流体供給の双方が、導入器１０の遠位開口を通って出ることを可能に
するために、医療機器２０及び流体供給アセンブリ２８からの流体供給を受け取るための
通路３８を含んでよい。図１に示すように、駆動アクチュエータ２４は、ハンドル４０の
両側で延びていてよい。バルブアセンブリ３２は、左利き及び右利きの双方の使用者の使
用のため配置されるように、ハウジング１２の近位端１４の中心位置に設けられてよい。
【００１４】
　ハウジング１２は、全ての機器駆動アセンブリ２２及び流体供給アセンブリ２８の一部
と同様に、医療機器２０のシャフトを受け取ってよい。ハウジング１２はあらゆる様々な
形状および大きさであってよい。ハウジング１２は、例えば、図１に示すシリンダ状の、
又は、導入の前、途中、及び後の少なくとも一つで医療機器２０の装填及び取り外しの簡
単さを可能にするための長方形のオープンフレーム形態（図２及び図３）を含んでよい。
そのため、ハウジング１２は医療機器２０の一部を完全に囲むこと又は、ハウジング１２
から医療機器２０の素早い取り外しを可能にするためにオープンフレーム（図２又は図３
）で医療機器２０を部分的に囲んでよい。ハウジング１２の形状は、例えば、使用者が把
持しやすくするため、又は術野内に、より人間工学的にフィットするために輪郭を有して
よい。ハウジング１２は、例えば、導入器１０によって挿入される医療機器２０の大きさ
、駆動アセンブリ２２の大きさ、及び把持又は使用の容易さの少なくとも一つに基づいて
、様々な大きさに作製されてよい。本装置での様々な挿入を使用する他の実施形態でもま
た、様々な大きさの機器のために同じ導入器装置を使用することが可能である。例えば、
挿入キットを使用することにより、２、３、４、５ｍｍからより大きな大きさの装置を含
めた機器を使用することが可能になる。
【００１５】
　図３－５に最もよく示されるように、ハウジング１２は近位端１４から遠位端１６まで
医療機器２０の支持をするための一つ又はそれ以上の機器サポートを有してよい。図１に
示されるように、ハウジング１２のハンドル４０は固定されたピストル把持として設計さ
れてよい。ハウジング１２は、医療機器２０に到達するために分離されるように、近位端
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１４から遠位端１６に向かう少なくとも一つの開放可能な継ぎ目を有する複数の部分から
随意に構成されてよい。代替的に、ハウジング１２は医療機器２０の連結／到達／取り外
しを可能にする固定可能なドア部材（示していない）を有する閉鎖した構造であってよい
。
【００１６】
　ハウジング１２の近位端１４は、導入器の使用者又は操作者の近位に配置されてよく、
遠位端１６は患者の組織の最近位に配置されてよい。遠位キャップ１８は導入器１０の遠
位端１６に配置されている。遠位キャップ１８は遠位端１６と連続した部分で構成されて
もよいし、又は分離した構成部分であってもよい。遠位キャップ１８は単一のユニットで
あってよいし、医療機器２０の導入後の取り外しのために分離されていてもよい。遠位キ
ャップ１８は遠位端１６の全体を覆ってもよいし、取り外し可能に又は永久的に、のいず
れでも遠位端１６に連結されてよい。例えば、遠位キャップ１８は、ペグ入り溝回転カッ
プリング１７（図１）によって、ネジ連結によって、粘着性物質によって、又は他によっ
て、遠位端１６に取り外し可能に連結されてよい。遠位キャップ１８は一度だけ使用され
て捨てられる一方で、ハウジング１２はそのような取り外し可能な遠位キャップ１８を有
するため、再利用可能な構成であることができる。医療機器２０のからのハウジング１２
の取り外しは、例えば、一連のありつぎ連結１１５及び１１７（図５）のようなあらゆる
適切な連結を含んでよい。フレーム型ハウジング１２（図２及び図３）の近位端１４は、
遠位端１６と共に形成された横方向のありつぎ連結１１７に沿って枠型ハウジング１２を
スライドすることで医療機器２０から取り外され、（ハウジング遠位端１６から分離され
）てよい。その後、医療機器２０を囲むハウジングの残りの遠位端１６は、軸状ありつぎ
１１５に沿って、遠位端１６の両方の嵌合部をスライドすることにより、医療機器２０か
ら取り外されることができる（上述のように遠位キャップ１８から取り外された後に）。
そのような取り外し過程により、シール１１４は医療機器２０に残され、所望により取り
外されてよい。代替的に、遠位キャップ１８は、医療機器２０の支持を提供するため、又
は異なる医療機器２０を導入するために、患者で適所に保持されてよい。
【００１７】
　医療機器２０は、患者内への導入のためのあらゆる長尺シャフトを有する医療機器又は
装置であってよい。適切な機器２０の例は、腹腔鏡機器、腹腔鏡カメラ、トロカール、カ
ニューレ、ワイヤ、画像診断的介入治療装置、ステント、ステント導入器、物質導入器、
全ての大きさ及び剛性のカテーテル、又は流体管を含む。
【００１８】
　機器又は装置を導入する時の他の実施形態では、機器又は装置は、それらと共に前進さ
せられるシースによって囲まれていることができる。このシースは、導入される機器又は
装置の先端で流体が供給されることを可能にすること、所定の場所に残された時にポート
として働くこと、などのいくつかの機能を提供することができる。これは、機器の取り外
し又は継起する同様の又は他の機器又は装置の再導入を潜在的に可能にすることができる
。シースはまた、その先端で又は医療機器２０の先端で例えば、圧力、又はｐＨなどの監
視をする一つ又はそれ以上のセンサの配置を可能にすることができる。シースはまた、機
器又は装置のより簡単な導入を可能にするように、それぞれの前進とともに組織を切開／
切り込む小さな刃又は焼灼装置をその先端に配置することを可能にすることができる。シ
ースはまた、腹腔鏡把持器、はさみ又はカメラのような医療機器２０の保護することに役
立つことができる。
【００１９】
　模範的な把持器は図１に概略的に描かれている。本開示に使用される医療機器２０は、
導入器１０及び手術サイト内を通って通過するため、又は導入器１０のより良い適合性の
ために運搬シャフト（図示していない）内に挿入されてよいために、適合する長尺シャフ
トを有してよい。
【００２０】
　機器駆動アセンブリ２２は導入器１０の遠位端１６に向かって、且つ介して、徐々に医
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療機器２０を前進させるよう設計される。機器駆動アセンブリ２２は機器駆動アクチュエ
ータ２４及び逐次駆動リンケージ２６を有してよい。様々な機器駆動アセンブリ２２は導
入器１０の使用に適してよい。例えば、機器駆動アセンブリ２２は手動、電気、空気圧、
圧力、又はその他によって駆動されてよい。さらに、機器駆動アセンブリは手動始動であ
ってよいし、自動始動であってもよい。駆動アセンブリ２２の異なった様態の例は図２－
４に示される。
【００２１】
　図２は、駆動アセンブリ２２の第一の模範的な実施形態を示しており、駆動アセンブリ
２２は手動により駆動され、且つ手動により始動される。ハウジング１２の一部の側断面
図が示されている。本実施形態では、アクチュエータ２４は、ハンドル４０に回転可能に
連結されて、且つばね付勢タブ４８に隣接するよう配置された手動トリガ４４を含む。ト
リガの例としてはまた、より小さい（火器に見られるそれと同様）、又は把持サイト近く
にあるボタン（操作棒及びコンピュータゲームと同様）であることができ、又は更に、シ
リンジを作動させることに使用されるような三本指アクチュエータを含むことができる。
他の可能なトリガ機構は、足作動（ペダルのような）、又は遠隔作動（コンソールで作動
が行われるようなロボット手術の場合）であることができる。
【００２２】
　図２に示されるように、リニアラック５０上の歯は、タブ４８の歯と連動している。タ
ブ４８及びラック５０の双方は反対角度の歯と共に示されている。ラック５０は、例えば
解放可能なクリップ５４と共に医療機器２０のシャフト２１に連結される。クリップ５４
の代わりに、クランプ又は他の類型の連結機構が使用されてよい。代替的な変形例では、
近位端又はラック５０は遠位に医療機器２０を押すために医療機器２０の近位端に接触す
る土台を含むことができる。矢印５９で示されるように、トリガ４４がハンドル４０に向
かって作動されると、トリガ４４はタブ４８を導入器１０の遠位端１６に向かって押す。
タブ４８は、遠位端に向かって移動するにつれて、ばね５８を圧縮し、ラック５０の角度
がついた歯とかみ合う。そのため、ラック５０及び連結された医療機器２０は、導入器１
０の遠位端１６に向かって、タブ４８によって押される。トリガ４４が解放されると、ト
リガ４４及びばね付勢タブ４８は、圧縮されたばね５８からの圧力により、それらの本来
の位置に戻る。タブ４８及びラック５０上の歯の角度は、圧縮されたばね５８からの圧力
とともに、タブ４８が本来の位置に戻る時、タブ４８がラック５０から離脱することを可
能にし、ラック５０及び連結された医療機器２０が逐次前進した位置において、ラック５
０及び連結された医療機器２０が残されることを可能にする。本実施形態では、医療機器
２０の逐次前進距離は、例えば、トリガ４４の「入れる」長さ及び位置、ばね５８の長さ
及び圧縮に対する抵抗、及び、タブ４８及びラック５０上の歯の大きさによって決定され
る。
【００２３】
　代替例に又は追加的に、駆動アセンブリ２２は、医療機器２０を回転させるための回転
駆動部品２３（図２）を含んでよい。開示の一観点によれば、回転駆動部品２３はトリガ
４４で作動してよいが、回転駆動構成２３は分離されて作動可能であると理解される。も
しトリガ４４と連動するのであれば、回転駆動構成はリニアを回転運動に変えるためのあ
らゆる従来の構造を備えてよい。そのため、本開示の一観点から、トリガ４４の作動は医
療機器２０の逐次リニア前進及び逐次回転の双方を作動させることができる。代替的に又
は追加的に、回転駆動構成２３は、使用者による医療機器２０の選択的な回転を可能にす
る医療機器２０に連結された手動ノブ、又は他の機構を含んでよい。導入の間、医療機器
２０を回転させることは、医療機器２０が組織を通る運動を補助する。例えば、そのよう
な回転は、腹腔鏡装置と合体したトロカールの導入を補助する。トロカール又は他の同様
な装置の導入は、柔軟な及び半柔軟なカテーテルのような、他の医療機器の再導入を可能
にする小さなポートを提供する。導入器１０と共にトロカールを導入する際に、ポート配
置の間に可視化を提供するカメラがトロカール管腔内に提供されてよい。
【００２４】
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　図３Ａは、手動により駆動され且つ手動により起動される機器駆動アセンブリ６０の第
二実施形態を示している。オープンフレームハウジング６２の側断面図が示されている。
手動トリガ６４がハンドル６６に連結されており、前進バー６８に隣接している。ハンド
ル６６は、トリガ６４をその間に挟む左と右の部品（片方のみが示されている）を有して
よい。前進バー６８は医療機器２０の通過のための開口７０を含み、角度がついたばね７
４によってハウジング６２に連結されている。前進バー６８は端部７６を有し、その端部
７６は、矢印７１で示されるように、トリガ６４が近位方向に引かれると、ばね７４が前
進バー６８の端部７６とは反対の端部７９の近位移動を制限した状態で、ハウジング６２
の遠位端７８に向かって押される。前進バー６８の角度は、前進バー６８により、医療機
器２０のシャフト２１が開口７０の縁によって固定されることをもたらし、それにより、
医療機器２０のシャフト２１を把持し、機器２０を遠位端７８に向かって前進させる。ト
リガ６４を解放すると、前進バー６８は医療機器２０での固定を失い、医療機器２０を徐
々に前進した位置に残して本来の位置に戻る。ハウジング６２の近位端８１に配置されて
いるブレーキバー８０はまた、医療機器２０のシャフト２１が通る開口８２を有する。前
進バー６８が医療機器２０のシャフト２１に連結されていない時、医療機器２０が遠位端
７８から離れる意図しない移動を防ぐために、医療機器２０のシャフト２１の把持を提供
するため、ばね７２はブレーキバー８０及び開口８２に角度を持たせる。前進バー６８が
医療機器２０のシャフト２１を把持していない時、ブレーキバー８０は遠位方向に押され
、ブレーキばね７２を圧縮し、且つ医療機器２０のシャフト２１上のブレーキバー８０の
把持動作を取り除き、医療機器２０の手動により押す又は引く動作を可能にする。
【００２５】
　図３Ｂは図１の導入器装置１０と同様な導入器装置３００を示しており、図３Ａの駆動
アセンブリ６０は同じ又は類似の要素を特定するために使用される共通の参照番号を有す
る。導入器装置３００はストロークリミッタ３１０を有し、それは、例えば、ブレーキバ
ー８０及びブレーキばね７２を通って延びるネジ付きボルト３１２、及びネジによりかみ
合うハウジング６２を有する。ストロークリミッタ３１０は、トリガ６４の下端の前方運
動（すなわち、図３Ｂのトリガ６４の反時計回りの動き）を制限するために、トリガ６４
の上端に隣接する遠位端３１４（破線で示される）を有する。ネジ付きボルト３１２をひ
ねる／回転させることで遠位端３１４の軸方向位置を制御し、トリガ６４のストローク長
さを制御し、それ故に、それぞれのトリガ動作のために医療機器２０のシャフト２１の動
作を調節する。ストロークリミッタ３１０は、ネジ付きボルト３１２を含む必要はないが
、トリガ６４の移動を制限するためのあらゆる他の構成要素を含むことができると理解さ
れる。
【００２６】
　図３Ｂの導入器装置３００はまた、シャフト固定装置３１８を含んでよい。シャフト固
定装置３１８は、医療機器２０がハウジング６２から放射方向に取り外されることを阻止
する回転板を含んでよい。ハウジング６２は、装置３００の中心線に向かって延びる一連
の配列された放射状溝３２２（図３Ｂに示されるサイドの反対側で導入器装置３００に配
置され、破線で示される）を含んでよい。同様に配列された放射状溝はまた、ブレーキバ
ー８０及び前進バー６８に含まれている。配列された放射状溝は、医療機器２０がハウジ
ング６２に放射方向から挿入及び取り外されることを可能にする。シャフト固定装置３１
８は医療機器２０に対して平行な軸線の周りに回転可能であり、ハウジング６２の放射状
溝３２２の一部を阻止又は阻止の解除を行う。阻止が解除された時、医療機器２０のハウ
ジング６２への導入又は取り外しが可能になる。阻止された時、シャフト固定装置３１８
は、医療機器２０が放射状溝３２２内に適切に位置決めされた状態に維持されることを確
実に補助する。シャフト固定装置３１８は医療機器２０を定位置に固定することを補助す
るために放射状溝の一部を閉じる、あらゆる形式の装置であることができる。
【００２７】
　図３Ｂの導入器装置３００は、流体導管３４がハウジング６２を通って延びるよりも、
直接的に遠位キャップ３３０に連結されてよいことを除き、図１の導入器装置１０の遠位
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キャップ１８と同様の遠位キャップ３３０を含むように設計されてよい。それゆえ、流体
導管３４は導入器装置３００の外側においてバルブアセンブリ３２及び流体供給源に連結
されてよい。バルブアセンブリ３２は、代替的に遠位キャップの一部として形成され、あ
らゆる適切な方法で制御されることができると理解される。
【００２８】
　遠位キャップ３３０は、図１の導入器装置に関し開示されているペグ入り溝カップリン
グ等の、あらゆる適切な方法でハウジング６２に固定されてよい。遠位キャップ３３０は
代替的に、遠位キャップ３３０がハウジング６２に関して旋回及び回転するよう、ボール
及びソケットタイプ連結によってハウジング６２に連結されてよい。ボール及びソケット
タイプ連結はハウジング６２から突き出ているボール要素（示されていない）、及びボー
ルの近位端及び遠位端にそれぞれ（及び／又は逆に）かみ合う係止キャップ及びエンドキ
ャップ（示されていない）を含んでよい。係止及びエンドキャップは例えば、ネジにより
かみ合って、係止及びエンドキャップの間のボールのスライド及び係止の双方を可能にす
ることができる。代替的に係止キャップは、スロット軸に沿ってのみハウジング６２に関
して遠位キャップ３３０の移動を制限するスロットを含むことができる。
【００２９】
　図３Ｃは図３Ｂの導入器装置３００と同様な導入器装置４００を示しており、同じ又は
類似の要素を特定するために使用される共通の参照番号を有する。導入器装置４００は、
図２の実施形態に関して説明されているカップリングと同様に、解放可能なクリップ４１
２を介して医療機器２０に連結される駆動ロッド４１０を含む。駆動ロッド４１０は図３
Ａの駆動アセンブリと同様な方法で前進バー６８によって駆動される。
【００３０】
　図４は図１の機器駆動アセンブリ２２の他の代替的な実施形態を示す。本実施形態では
、駆動機構は、機器を必須の逐次距離だけ駆動するため、主要供給源（線間電圧又は変圧
器によって降圧）、バッテリ電源装置、又は同様な動力供給源動力を供給される。駆動機
構はまた、不慮の過導入を防止する安全オーバーライドを組み入れられており、そのよう
な感知の例として、閉ループフィードバック、圧力感知、又は他の適切な手段から引き起
こされてよい。本実施形態では、導入器１００は自動駆動アセンブリ８４を含む。駆動ア
センブリ８４は図４の側断面図にて概略的に示される。自動駆動アセンブリ８４は、ハウ
ジング８６で半分に分けられて、医療機器２０の装填及び取り外しを容易にしてよい。医
療機器２０を保持し且つ円滑な前進を可能にするために複数の保持ローラ９０が設計され
ている。少なくとも一つの駆動ローラ９２がアクチュエータ９６によって制御される駆動
モータ９４に連結されている。図４において、アクチュエータ９６はボタンによって示さ
れているが、駆動モータ９４を作動させるあらゆる形態であってよい。ローラ９０、９２
は、例えばローラ係合ボタン９８によって制御されるローラ係合機構によって、医療機器
２０のシャフトに係合又は離脱させられてよい。追加のアイドラローラ（示されていない
）は医療機器２０のシャフトが適切に配置されることを助けるため、且つハウジング８６
の遠位端１０２に向かう医療機器２０の円滑な前進を可能にするために含まれてよい。
【００３１】
　ハウジング８６において使用することを意図した医療機器２０に応じて、様々な形態の
駆動ローラ、保持ローラ及びアイドラローラが可能である。本実施形態では、医療機器２
０の逐次前進を測定又は制御する機構は、例えば、アクチュエータボタン９６が押される
度の駆動モータ９４への動力供給の所定の時間によって決定されてよい。所定の時間は例
えば、逐次調整ボタンまたは装置自身にあるダイアル（示されていない）によって設定さ
れてよい。代替的に、アクチュエータボタン９６は、直接的に駆動モータ９４を作動させ
ることができ、使用者はアクチュエータボタン９６を所望時間押すことで前進距離を制限
することができる。駆動モータ９４は、コンセントに対する直接的な接続を使用して、駆
動されてよいし、又は導入器１００の使用の間より自由な移動を可能にするためにバッテ
リ動作されてよい。さらに、アクチュエータボタン９６は駆動モータ及び流体供給アセン
ブリ２８の双方を作動させてよく、アクチュエータボタン９６が所望の量の流体を投入し
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、且つ連続的に又は実質的に同時に医療機器２０を前進させてよいように作動させる。更
に、駆動モータ９４は、医療機器２０が所望により撤去されるように、可逆的であってよ
い。
【００３２】
　図４の実施形態はまた、圧力感知能力を有する駆動モータ９４を含んでよい。そのよう
にして、駆動モータ９４は例えば、腹部で、腹膜へ、組織層を通って進行するに従い、医
療機器２０での圧力を感知することができる。圧力感知能力には、いくつかの用途がある
。例えば、本開示によって、医療導入器１００によって逐次的に挿入された医療機器２０
は、腹膜層を通過する間、圧力の上昇を経験する。一旦、医療機器２０が腹膜層を通過す
ると、医療機器での圧力は低下する。駆動モータ９４でこれらの圧力変化を感知すること
で、図４による導入器１００は、医療機器２０が圧力がほとんどないか、又はない状況に
あることを感知し、それ故に、腹腔内に挿入されることができる。他の実施例として、駆
動モータ９４の圧力感知能力は、医療機器２０が手術サイトで組織に汚された時に感知す
るように使用されることができる。本実施形態による導入器１００は、ディスプレイスク
リーン、ライト、又は音響アラートのような警報システムと連動又は装着されて、使用者
に医療機器２０が腹腔内に挿入されたこと、又は医療機器２０が手術サイトで組織に汚さ
れたことを知らせてよい。他の実施形態では、ｐＨ監視、酸素監視、温度監視、及び他の
そのような感知を行うセンサもまた、導入器装置によって導入されてよい。
【００３３】
　図１に戻って参照すると、上述のように、本開示による導入器１０は流体供給アセンブ
リ２８を含み、圧力流体供給源３０、バルブアセンブリ３２、及びバルブアセンブリ３２
から導入器ハウジング１２の遠位端１６への流体導管３４を含んでよい。流体供給アセン
ブリ２８による流体供給は、非可燃性の気体（例えば二酸化炭素）又は無菌の液体（例え
ば生理食塩水）のような外科的に利用可能なあらゆる流体であってよい。他の実施形態で
は、外科的に利用可能な流体は、治療上の流体／ゲル／他の物質を含むことができ、いく
つかの例では局所麻酔剤、局所疼痛緩和及び止血物質を含む。
【００３４】
　加圧流体供給源３０は、バルブアセンブリ３２を介してハウジング１２に連結されてよ
い。バルブアセンブリ３２は、手動アクチュエータ１１０、及び閉鎖位置に向かって付勢
する二位置バルブ本体３３（図１に示される）を含む手動制御バルブを含んでよい。アク
チュエータ１１０の作動に際し、バルブ本体３３はオープン位置に移動して流体供給源３
０から流体導管３４に流体を加圧し、ハウジング１２の遠位端１６に加圧された流体を供
給する。バルブアセンブリ３２は図１に示すような手作動機械ボタンであってよく、又は
電気的バルブアセンブリを含んでよい。本システムは、一定の又は変化可能な圧力下で加
圧された流体を供給してよい。
【００３５】
　図１及び図５で最もよく示されるように、流体導管３４はハウジング１２を通ってバル
ブアセンブリ３２から、遠位キャップ１８で通路３８と接合しているハウジング１２の遠
位端１６に向かう。代替的に、流体導管３４は、ハウジング１２の外部に延び、バルブア
センブリ３２からハウジング１２の遠位端１６の連結部まで延びる分離した管（例えば、
ゴム又はプラスチック管）で形成されることができる。さらなる実施形態では、病院の外
部（例えば野外病院）で使用される際もまた、本装置が自己搭載ガス（ＣＯ２カートリッ
ジのような）又は液体供給を含むことが要求されてよい。切開の補助のために空気がガス
として使用される時、球状ハンドポンプがトリガ４０に取り付けられてよい。それぞれの
トリガ４０の作動で、ガスは所望の場所に送出される。
【００３６】
　一つの実施形態では、導入器１０の遠位端１６に向かって導管３４が広くなり、機器２
０及び加圧流体の双方のための導管となり、医療機器２０のシャフト２１及び流体が遠位
端１６で同じ導管３４を通過する。Ｏリングシールのようなシール１１４は、導管３４の
近位部３５に配置され、導管内の流体が医療機器２０の導管３４への近位の入口点におい
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て導管３４から出て、導管３４に入ることを防止する。追加的に、又は代替的に、医療機
器は、流体の通り道をふさぐことを補助するために、シャフト周りにシール（示されてい
ない）を含んでよい。図５に示されるように、流体導管３４は医療機器２０のための導管
と同軸であってよい。更に、流体導管３４の一部がそれがハウジング１２の遠位端１６近
くでハウジング１２に進入し、医療機器２０及び加圧流体供給の双方のための導管を生成
するまでは、導入器１０のハウジング１２より外にあってよい。本導管はまた、機器を囲
み、組織内に延びてよい。
【００３７】
　上述のように、本開示による導入器１０はまた、ハウジング１２の遠位端１６に遠位キ
ャップ１８を有している。遠位キャップ１８は、患者の手術サイトで外部組織（例えば、
皮膚）に連結するための遠位連結端３６を有してよい。連結端３６は、導入器１０の使用
者が外部組織を内部組織から引き上げ、且つ離間させることを可能にする態様で、手術サ
イトの組織に連結されるように設計されてよい。例えば、連結端３６は、皮膚に取り付け
られることに適した防水性の生体適合性のある粘着性物質でコートされてよい。他の例で
は、連結端３６は、フランジ３７の周りに配置された一つ又はそれ以上の手動操作組織ク
ランプで組織に連結されてよい。第三の例として、皮膚との吸引型連結を生成するために
、吸引供給源１１２に流体連結される一つ又はそれ以上の開口１１１を含んでよい。連結
端３６の開口１１１は吸引圧をより良く分離するための吸引カップを含んでよい。連結端
３６は図１で円形として示される一方、「Ｘ」型などの、「Ｘ」のそれぞれの分岐が吸引
開口１１１を有する他の形状も可能であると理解される。代替的に、連結端は、雄牛の目
のような形態を形成している、突出したリングによって分離された一連のリング形状の溝
を備えていてもよい。代替的なリングは吸引供給源１１２と連結されることができる。連
結端３６の分離した部分に吸引を適用することによって、正圧または負圧の漏出の可能性
が減少される。一つの観点によると、それぞれのトリガ４０の作動に追加のバキュームバ
ーストを適用することは、皮膚へのより良い接触及び不慮の脱離の危険性の低減を可能に
する。
【００３８】
　導入器１０の遠位キャップ１８は、流体供給導管３４からの流体供給と同様に、医療機
器２０が導入器１０の遠位端１６で出口ポートを通過する時に、医療機器２０を受け入れ
るための通路３８を含んでよい。例えば、図５は中央通路３８を有する遠位キャップ１８
を示し、中央通路３８は、ハウジング１２内の流体導管３４から続くとともに、医療機器
２０及び流体供給源３０からの流体の双方が、導入器１０から出るために通過可能な導入
器１０の遠位開口で終結している。本システムのさらなる実施形態はまた、例えばロボッ
トアームが患者に接近するロボット装置のためのアタッチメントとして開発されることが
できる。皮膚及び機器に取り付けられる吸引端３６は自動的に導入される。
【００３９】
　図６は、制御された態様で手術サイト内へ医療機器を前進させるための方法を示してい
る。第一段階１２０によれば、所定量の流体がセットされてよく、且つ手術、外科医及び
患者の少なくとも一つに関するパラメータに基づいてよい。流体量は予め設定可能であり
、又は操作者によって変更可能に設定されてよい。上述のように、流体は、当該技術で周
知の生体適合性のある利用可能な気体（例えば、二酸化炭素）、又は生物適合性のある液
体であってよい。ステップ１４０では、手術サイト内への医療機器２０の所定の前進距離
もまた設定され、手術、外科医及び患者の少なくとも一つに、及び／又は所定の流体量に
関するパラメータに、基づいてよい。前進距離もまた予め設定可能であり、又は操作者に
よって変更可能に設定されてよい。例えば、いくつかの腹腔鏡過程で、所定の前進距離は
２から４ミリメートルの間であってよい。前進距離もまた機器の先端での圧力（又は他の
）センサによって統制されてよい。監視画像又は感知装置（例えば超音波又はチップ）の
追加は、腹内の内臓（腸、膵臓、肝臓等の）及び血管を特性化し、及びそれらを腹壁と区
別することができ、そのような構造体が流体／空気のバーストによって移動させられてい
ない時、機器のさらなる前進を阻止する自動安全機構と組み合わされるため、より安全な
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装置を提供することになる。
【００４０】
　ステップ１６０では機器導入サイトの組織に、準備的な切開が行われる。準備切開は、
医療機器導入器１０の小さな刃を使用して、又は当該技術で周知の別個の適切な手術機器
を任意に使用してよい。代替的に、小さな刃又はランセットは、初期切開を作るために作
動する導入器と組み合わされてよい（糖尿病患者においてグルコース値を測定するために
、一滴の血液を採取するために使用される機構と同様に）。他の変形例では、機器ととも
に前進し、それぞれの引き金を引くことで組織を切る刃を含んでよい。
【００４１】
　導入器１０は次に、機器導入サイトでの組織に適用されてよい（ステップ１８０）。例
えば、図７Ａは、手術サイトで組織に適用されている導入器１０を示している。導入器１
０をそのサイトでの組織に適用することは、上述のように、生体適合性の粘着性物質、医
療組織クリップ、又は他の技術で周知の方法等の粘着の方法によって機器導入サイトで組
織に導入器を連結することを含んでよい。一旦、組織に固定されると、導入器１０は、内
部組織から離れるように導入サイトで外部組織を持ち上げることに使用され（ステップ１
９０）、外部組織の下により大きな空間を生成することを可能にしてよい。
【００４２】
　所定量の流体は次に、機器導入サイトで導入器１０を通って準備切開内に供給されてよ
い（ステップ２００）。例えば、図７Ｂは医療導入器１０を介した手術サイト内への流体
の導入を示している。医療機器２０は次に、予め設定された所定の距離だけ、導入器１０
及び準備切開を介して前進されてよい（ステップ２１０）。ステップ２１０は、所定量の
流体の供給の完了後（ステップ２００）又は単に流体の供給の開始後だけに実行されてよ
い。例えば、図７Ｃは医療機器導入器１０及び準備切開を介した医療機器２０の前進を示
している。医療機器２０の手術サイトへの所定の距離だけの挿入に続き、医療機器が所望
の深さ及び位置の少なくとも一方まで挿入されるまで、所定の量の流体は導入器を通って
再導入され、医療機器は所定の距離だけ繰り返し前進させられてよい。本開示は、図６の
すべてのステップを必要とする方法に限定されるのではなく、それよりは、いくつかの特
定されたステップの省略、及び他のステップの追加の少なくとも一方がされてよいと理解
される。
【００４３】
　図７Ａ－７Ｃは更に導入器１０を使用した手術サイト内への医療機器２０の導入方法を
示している。導入器１０の遠位キャップ１８は、手術サイトにおける患者の外部組織２１
２への準備切開に近づけられる。遠位キャップ１８の連結端は、外部組織２１２との接触
をもたらされる。前述のように、連結端は様々な方法によって外部組織２１２に粘着又は
付着されてよい。図７Ｂを参照すると、予め設定された量の流体は準備切開内へ中央通路
３８を通って導入される。導入された流体は、図７Ｂに示されるように、外部組織２１２
と、外部組織２１２と粘着して下に横たわる内臓２１４との間で新たな空間を作ってよく
、又は外部組織２１２と下に横たわる内臓２１４との間で既に存在する空間を拡大してよ
い。図７Ｃに関して、医療機器２０は次に前記流体によって生成あるいは維持された前記
空間に向かって予め設定された距離だけ前進される。前述の導入器及び方法の変形例は、
当業者には明確であろう。
【００４４】
　図８は、図３Ｂの導入器装置３００と同様の導入器装置８００を示し、同じ又は類似の
要素を特定するために使用される共通の参照番号を有する。導入器装置８００は回転カム
８２０を有する駆動アセンブリ８１０及び、トリガ６４とともに移動するために連結され
たクランプ８３０を有する。回転カム８２０は、ハウジング６２の外側に配置されたダイ
ヤル又はボタンを介した、手動操作によって、回転されて医療機器２０に接触されてよい
。
【００４５】
　クランプ８３０は、クランプ８３０に強固に連結されるロッド８４０及びプレート８５
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０を介して、トリガ６４に連結されてよい。トリガ６４の作動に際し、トリガ６４の上端
がプレート８５０に接触して遠位に移動させ、ロッド８４０及びクランプ８３０を順次、
遠位に動かす。クランプ８３０の遠位への移動に際し、クランプ８３０の斜面８６０がハ
ウジング６２の斜面８７０上をスライドし、クランプ８３０を医療機器２０に向かって付
勢する。クランプ８３０は、回転カム８２０が医療機器２０に接触するよう移動した時に
、医療機器２０に係合してそれを移動させる。しかし、回転カム８２０が図８に示す位置
にある場合、クランプ８３０の遠位（又は近位）運動は医療機器２０を移動させない。そ
れゆえ、回転カム８２０の回転位置は、クランプ８３０が医療機器２０を移動させたかど
うかを指し示す。そのような配置で、トリガがプレート８５０を移動させるか、又は、ば
ね７４によりプレート８５０を近位方向に移動させることを可能にするかに依存して、回
転カム８２０は医療機器２０を遠位に又は近位に移動させるよう配置されることができる
。
【００４６】
　図９は、図８の導入器装置８００と同様な導入器装置９００を示しており、同じ又は類
似の要素を特定するために使用される共通の参照番号を有する。導入器装置９００は、複
数の前進運動カム９３０、及び複数の後退運動カム９４０を含む。前進及び後退運動カム
９３０及び９４０はハウジング６２に取り付けられ、ハウジング６２に関して放射方向に
移動可能である。ばね９５０及び９６０は前進及び後退運動カム９３０及び９４０を放射
方向外方に付勢する。複数のクランプ９１０及び９２０は、トリガ６４の作動及び解放に
伴って移動するように、ロッド８４０及びプレート８５０に強固に連結されている。プレ
ート８５０、ロッド８４０、クランプ９１０及び９２０の近位又は遠位運動に際し、前進
又は後退運動カムは、医療機器２０上にクランプ９１０又は９２０を固定するために手動
で作動され（放射方向に押され）、ゆえに医療機器２０を移動させることができる。プレ
ート８５０の移動の間、カム９３０又は９４０が作動される時に依存して、医療機器２０
が近位及び遠位の少なくとも一方に移動されることができる。
【００４７】
　導入器装置９００はまた、プレート８５０の移動を制限するためにハウジング６２から
内部に突出しているストロークリミッタ（示されていない）を有してよい。更に、解放可
能な係合機構（示されていない）は、医療機器２０の移動を更に制御するために前方及び
後方運動カム９３０及び９４０内に組み込まれてよい。
【００４８】
　図１０は図９の導入器装置９００と同様の導入器装置１０００を示しており、同じ又は
類似の要素を特定するために使用される共通の参照番号を有する。導入器装置９００はハ
ウジング６２に取り付けられた複数の運動カム９４０を含み、ハウジング６２に関して放
射方向に移動可能である。ばね９６０は運動カム９４０を放射方向外方へ付勢する。複数
のクランプ９２０は、トリガ６４の作動及び解放に伴って移動するように、ロッド８４０
及びプレート８５０に強固に連結されている。プレート８５０、ロッド８４０及びクラン
プ９２０の近位又は遠位運動に際し、運動カム９４０は、医療機器２０上にクランプ９２
０を固定するために手動で作動され（放射方向に押され）、ゆえに医療機器２０を移動さ
せることができる。プレート８５０の移動の間、カム９４０が作動される時に依存して、
医療機器２０が近位及び遠位の少なくとも一方に移動されることができる。
【００４９】
　本開示の医療導入器及び方法のさらなる追加例及び変形例が可能である。例えば、ここ
に記載されたあらゆる実施形態の導入器は、医療機器２０のさらなる安全な逐次前進を可
能にするために超音波プローブのような撮像装置を含んでよい。追加的に、あらゆる上述
の実施形態は更に、不慮の流体の注入、過加圧、又は所望を超えた医療機器の前進を防止
するために、安全キャッチ、バルブ、又はスイッチを含んでよい。更に、上記のあらゆる
実施形態は、手術サイトへのより容易な到達のための追加された潤滑剤と組み合わされて
使用または遂行され、導入器を通ってサイト内へ生理食塩水を流動させること、又はサイ
トに無菌の潤滑剤を別個に追加することによって提供されてよい。上述のものはまた、冷
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凍及び焼灼のような温度変化を提供してよい。本開示による導入器は一度だけ使用されて
捨てられる装置であってよいし、又は再利用可能なように製作されてよい。ここに記載さ
れた実施形態は、トロカール又はポートのような他の腹腔鏡導入具から独立して使用され
ることができ、又は任意にトロカール、ポート及び他の手術機器の少なくとも一つと組み
合わせて使用されることができる。
【００５０】
　本特許では技術の新しい変形を紹介したが、導入器１０はまた、存在する腹腔鏡技術を
補足する。例えば、追加の機器が必要とされ、又は治療をより簡単に又は速くできる場合
に、導入器１０でそのような機器を導入することは、追加のポートが必要とされないため
、外科医に（及びより速い実行に）より受け入れられやすくなる。
【００５１】
　本開示による発明は様々な特徴を示してよい。例えば、腹腔に導入された時に、流体の
制御されたバーストは、機器２０からと同様に腹膜から潜在的な内臓又は癒着を切断して
よい。この切断は適切な位置での気腹とともに実施され、又はそうせずに実施されてよく
、後者の場合では気腹の必要性を取り除き、患者への手術の安全性を増加させる。流体の
制御されたバーストはまた、到達しにくいサイトまで到着しようとする時に、腹壁によっ
て押される抵抗を減少させてよい。更に、ここに記載された導入器及び方法を使用しての
、所定量の流体の導入、及び医療機器２０の所定距離だけの前進は、医療機器の腹腔内（
又は他の手術サイト）への非制御の又は不慮の押圧を回避でき、それによって手術領域で
の内臓及び構造の連動した損傷を回避できる。
【００５２】
　ここに記載された装置及び方法はまた、腹腔鏡治療のために伝統的なポート及びトロカ
ールを排除でき、例えば、手術アプローチの柔軟性を可能にする。外科医は伝統的に、腹
腔鏡治療において固定されたポートの数を、設定された小さな数量に制限されてきたが、
ここに記載された装置及び方法は様々な場所で多くのポートの生成を可能にし、患者への
最小の追加の負担及び危険性をもって、所望のサイトへのより簡単な外科的アクセスを可
能にする。ポートの制限の解決はまた、術野で同時に使用される様々な機器間の干渉、押
し、又は衝突を減少させる。ポートの制限の解決は、腹腔鏡技術をより簡単に且つより速
くし、アプローチはまた治療及び診断過程の双方を簡単にできる。流体切開を使用する本
システム及び方法は、より大きな設置ポートと連動して、ポート傷の数を減少させる。ま
た、本システム及び方法は、機器（又はトロカール）の挿入点で発達するヘルニアの発生
を減少させ、腹壁への損傷を減少させる。追加的に、より大きなポートまたはトロカール
の必要性の削減は、手術サイト内へ挿入されるべきより小さな直径の医療道具（すなわち
医療機器のみで、周りのポートまたはトロカールがない）の使用を許容する。より小さな
機器及び少ない数の機器の挿入は、患者の損傷の危険性の低減、手術治療の侵襲性の低減
、及び、治療の費用の低減との少なくとも一つを意味する。より小さい機器の挿入はまた
、一旦医療機器が撤去されると、大きなポート起因の傷の閉鎖が必要とされないことを意
味する。
【００５３】
　ここの装置及び方法の他の特徴は、腹腔鏡機器及び治療のための潜在的な使用シナリオ
を拡張することができる。例えば、設置ポートの必要性の削減によって引き起こされる腹
腔鏡手術の複雑さの減少は、より進化した診断の腹腔鏡、且つより良いそれの使用を可能
にする。未来のあらかじめ特定された腹腔鏡治療は、それらの技術では過去に補修できな
かった場所での局所的な麻酔、感染症の減少された可能性、持ち運び可能な使い捨て使用
（無菌、廃棄可能な装置）、例えば携帯電話、ラップトップ又は持ち運び可能なコンピュ
ータタブレット型の装置と結合して使用される超音波及びカメラ等の撮像装置の使用の潜
在能力で、完成されると考えられる。ここで開示された装置及び方法を使用する腹腔鏡は
、例えば、集中（危機的な）治療ユニットで、外科医及び救急処置室内科医による救急処
置室、戦場のセッティング、地方エリアで、又は遠隔治療での様々な病理の診断に拡張さ
れることができる。これらの装置を使用する診断腹腔鏡は、ベッドサイド治療として、局
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ることができ、小さな無菌術野のみが必要とされるため、手術傷の閉鎖は、縫合の必要性
なしに医療機器又は機器の撤去によって簡単に達成されてよい。ここで開示された装置及
び方法はまた、介入的な放射線治療に腹腔鏡を追加するために使用されてよく、放射線医
学への複合的な撮像／腹腔鏡アプローチ、及び拡張されたスペクトルの診断の及び治療の
介入、の少なくとも一方を可能にする。同様に、腹腔鏡は複合的な治療、結腸内視鏡検査
、上部消化管内視鏡検査、及びＥＲＣＰ等の内視鏡治療に追加されてよく、より良い病理
の洗い出し及び組織サンプルの採取のために、結合されたエンドエキソ内臓アプローチを
可能にする。本装置はまた、様々な介入放射線医学治療、不妊治療過程、複合的な治療（
内視鏡治療、介入的放射線治療）、神経ブロック及び他の様々な痛覚管理治療のために使
用されると考えられることができ、又は心臓胸部外科又は整形外科治療のためと考えられ
ることができる。機器はまた、磁気共鳴、ＣＡＴ（ＣＴ）スキャン、陽電子放出断層撮影
（Ｐ.Ｅ.Ｔスキャン）、超音波及び他の撮像システムと組み合わせて使用される、利用可
能なものであってよい。
【００５４】
　ここに開示された装置及び方法はまた、伝統的な腹腔鏡機器の補足として、旧来の腹腔
鏡機器及び技術の作動を容易にすることができる、本開示に従い導入されたポートレスな
機器として使用されることができる。
【００５５】
　ここに記載された装置及び方法のさらなる特徴は、例えば、小児科的介入、産婦人科治
療、及び神経科治療（小領域での操作、細胞の獲得、及び脊柱到達治療）等の、腹腔鏡治
療にあたり様々な場合及び治療に適合可能である。ここの装置及び方法はまた、獣医学治
療に応用可能であってよい。本開示に従う導入器及び方法は、腹腔内に、又は身体のあら
ゆる場所内に、例えば生殖系又は循環系に、医療機器を導入することに適合されてよい。
更に、上述のように、開示された導入器は、様々な異なる機器とともに使用されるよう設
計されており、それゆえに、特定の機器を導入することに制限されない。
【００５６】
　本開示の他の実施形態は、明細書及びここに開示された実施形態の実施を考慮すれば、
当業者に明白であろう。ここに提供される様々な例示は導入器及び方法の特定の形式を示
しているが、当業者は他の形態の医療機器導入器、及び記載された方法からの変形例もま
た使用されてよいことを認識するだろう。例えば、導入器１０は医療機器２０を上述の正
圧又は吸引圧力なしで挿入することができる。更に、ここに開示された様々な実施形態の
あらゆる特徴は他の実施形態に組み込まれてよい。
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